
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年８月８日

【事業年度】 第３期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

【会社名】 JALCOホールディングス株式会社

【英訳名】 JALCO Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　田辺　順一

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町一丁目５番３号

【電話番号】 ０５０－５５３６－９８２４

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長　大浦　隆文

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町一丁目５番３号

【電話番号】 ０５０－５５３６－９８２４

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長　大浦　隆文

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

ＪＡＬＣＯホールディングス株式会社(E25686)

訂正有価証券報告書

1/2



１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成26年６月30日付で提出いたしました有価証券報告書記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを

訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第５　経理の状況

２　財務諸表等

注記事項

（表示方法の変更）

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第５【経理の状況】

２【財務諸表等】

【注記事項】

（表示方法の変更）

　　訂正前

（連結貸借対照表関係）

　前連結会計年度において表示していた「退職給付引当金」は「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第

26号平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）の適用に伴い、当連結

会計年度より、「退職給付に係る負債」として表示しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、表示

の組替えは行っておりません。

 

　　訂正後

　貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸

表等規則第127条第１項に定める様式に基づいて作成しております。

　また、財務諸表等規則第127条第２項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注

記に変更しております。

　以下の事項について、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第２項により、記載を省略しており

ます。

・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第２項により、記載を省略してお

ります。

・財務諸表等規則第８条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第２項により、記載を省略

しております。

・財務諸表等規則第68条の４に定める１株当たり純資産額の注記については、同条第３項により、記載を省略

しております。

・財務諸表等規則第95条の５の２に定める１株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第３項に

より、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第95条の５の３に定める潜在株式調整後１株当たり当期純損益金額に関する注記について

は、同条第４項により、記載を省略しております。
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